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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の信号受信用アンテナ、第１の信号受信用アンテナとは異なる第２の信号受信用ア
ンテナ、およびノイズピックアップ用アンテナを備え、ダイバーシティ受信およびノイズ
キャンセル処理を行う無線通信装置であって、
　　該ダイバーシティ受信の際に、第１の信号受信用アンテナが受信した受信信号および
第２の信号受信用アンテナが受信した受信信号を合成する信号合成部と、
　　該ノイズキャンセル処理の際に、第１の信号受信用アンテナが受信した受信信号およ
び該ノイズピックアップ用アンテナが受信したノイズ信号を合成する信号合成部と、
　を共用していることを特徴とする無線通信装置。
【請求項２】
　上記ダイバーシティ受信の際に、第２の信号受信用アンテナが受信した受信信号の位相
を調整する位相調整部と、
　上記ノイズキャンセル処理の際に、上記ノイズ信号の位相を調整する位相調整部と、
を共用していることを特徴とする請求項１に記載の無線通信装置。
【請求項３】
　上記位相調整部は、
　　上記ダイバーシティ受信の際に、第２の信号受信用アンテナが受信した受信信号の位
相を、上記信号合成部において当該第２の信号受信用アンテナが受信した受信信号と合成
されるべき受信信号の位相と同位相になるように調整し、
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　　上記ノイズキャンセル処理の際に、上記ノイズ信号の位相を、上記信号合成部におい
て当該ノイズ信号と合成されるべき受信信号に含まれるノイズの位相と逆位相になるよう
に調整する
　ことを特徴とする請求項２に記載の無線通信装置。
【請求項４】
　上記位相調整部に入力される信号を切り換える切り換え部を備え、
　上記切り換え部が、上記位相調整部に第２の信号受信用アンテナが受信した受信信号が
入力されるように切り換えたとき、上記位相調整部は、当該上記位相調整部に入力された
信号の位相を、上記信号合成部において当該第２の信号受信用アンテナが受信した受信信
号と合成されるべき受信信号の位相と同位相になるように調整し、
　上記切り換え部が、上記位相調整部に上記ノイズ信号が入力されるように切り換えたと
き、上記位相調整部は、当該上記位相調整部に入力された信号の位相を、上記信号合成部
において当該ノイズ信号と合成されるべき受信信号に含まれるノイズの位相と逆位相にな
るように調整する
ことを特徴とする請求項２または３に記載の無線通信装置。
【請求項５】
　第１の信号受信用アンテナが受信した受信信号を上記信号合成部に出力する第１の信号
伝送部と、
　第２の信号受信用アンテナが受信した受信信号、および、上記ノイズ信号が入力され、
入力された受信信号およびノイズ信号のうちの少なくとも１つの信号を、位相および振幅
の少なくとも何れかを調整して、上記信号合成部に出力する第２の信号伝送部と、
を備えており、
　第２の信号受信用アンテナが受信した受信信号を少なくとも用いてダイバーシティ合成
を行い、
　該ノイズピックアップ用アンテナが受信したノイズ信号を少なくとも用いてノイズキャ
ンセル処理を行う
ことを特徴とする請求項１～４の何れか１項に記載の無線通信装置。
【請求項６】
　第２の信号受信用アンテナが、着脱可能な外部アンテナであることを特徴とする請求項
５に記載の無線通信装置。
【請求項７】
　少なくとも第１の信号受信用アンテナが受信した受信信号をチューニングするチューナ
を備え、
　該チューナには、上記信号合成部が合成した信号が入力されることを特徴とする請求項
５または６に記載の無線通信装置。
【請求項８】
　第２の信号伝送部は、スイッチを備え、該スイッチの切り替えにより、上記信号合成部
に出力する信号を、第２の信号伝送部に入力された受信信号およびノイズ信号から選択す
ることを特徴とする請求項５～７の何れか１項に記載の無線通信装置。
【請求項９】
　第２の信号伝送部は、上記信号合成部に出力する信号の位相および振幅の少なくとも何
れかを調整する調整部を備え、上記スイッチは、該調整部と、第２の信号受信用アンテナ
および上記ノイズピックアップ用アンテナのうちの何れか一方とを接続することを特徴と
する請求項８に記載の無線通信装置。
【請求項１０】
　上記スイッチを切り替えるスイッチ制御手段を備えていることを特徴とする請求項８ま
たは９に記載の無線通信装置。
【請求項１１】
　受信品質を判定する受信品質判定手段を備え、
　上記スイッチ制御手段は、該受信品質判定手段の判断結果に応じて、上記スイッチを切
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り替えることを特徴とする請求項１０に記載の無線通信装置。
【請求項１２】
　上記スイッチ制御手段は、上記無線通信装置が無線通信を行っている周波数帯に応じて
、上記スイッチを切り替えることを特徴とする請求項１０または１１に記載の無線通信装
置。
【請求項１３】
　第２の信号受信用アンテナは、外部アンテナであり、
　上記スイッチ制御手段は、第２の信号受信用アンテナが上記無線通信装置に接続された
ときに、第２の信号受信用アンテナが受信した受信信号が上記信号合成部に入力されるよ
うに、上記スイッチを切り替えることを特徴とする請求項１０～１２の何れか１項に記載
の無線通信装置。
【請求項１４】
　上記無線通信装置におけるノイズの大きさを検出するノイズ量検出手段を備え、
　上記スイッチ制御手段は、該ノイズ量検出手段が検出したノイズの大きさが基準値を超
えるときは、上記ノイズピックアップ用アンテナが受信したノイズ信号が上記信号合成部
に入力され、該ノイズの大きさが基準値以下のときは、第２の信号受信用アンテナが受信
した受信信号が上記信号合成部に入力されるように、上記スイッチを切り替えることを特
徴とする請求項１０～１３の何れか１項に記載の無線通信装置。
【請求項１５】
　上記ノイズピックアップ用アンテナが２本以上であるか、または、第２の信号受信用ア
ンテナが２本以上であることを特徴とする請求項５～１４の何れか１項に記載の無線通信
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信装置に関するものであり、特に、複数のアンテナを利用して通信を
行う無線通信装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、無線通信装置において受信信号からノイズを低減させるための技術として、ノイ
ズピックアップ用アンテナを用いたノイズキャンセル技術が開発されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、図１１に示すような高周波機器が記載されている。図１１に
示す高周波機器８００は、ノイズピックアップ用アンテナを複数本備えており（ノイズ源
７４２の周辺に配置されるノイズピックアップ用アンテナ７１４、および、ノイズ源８４
２の周辺に配置されるノイズピックアップ用アンテナ８１５）、スイッチ８２４によって
、何れか一方が受信したノイズ信号を選択して、キャンセル信号生成回路７２５に入力し
ている。システム制御部８４１が、状況に応じてスイッチ８２４の切り替えを行うことに
より、高周波機器８００は、受信品質を改善できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】日本国公開特許公報「特開２０１０－２１６８２号公報（２０１０年１月
２８日公開）」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載の技術では、それぞれのノイズ源で特定の周波数にの
みノイズが発生する場合、それ以外の（ノイズが発生してしない）周波数での通信時には
、ノイズキャンセル部は不要な部品となってしまう。
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【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、ノイズ発生時にはノイズピックアッ
プ用アンテナを利用し、ノイズが発生していない場合は、信号送受信用アンテナを利用し
て、好適な通信状態を実現するための技術を提供することを主たる目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る無線通信装置は、上記課題を解決するために、ダイバーシティ受信および
ノイズキャンセル処理を行う無線通信装置であって、該ダイバーシティ受信の際に、複数
の受信信号を合成する信号合成部と、該ノイズキャンセル処理の際に、受信信号およびノ
イズ信号を合成する信号合成部と、を共用していることを特徴としている。
【０００８】
　上記の構成によれば、ノイズキャンセル処理のために利用する信号合成部を、ノイズが
発生していないときであっても、ダイバーシティ受信のために利用することができるため
、ノイズが発生していないときにノイズキャンセル部全体が不要な部品となることを避け
ることができる。これにより、コンパクトな装置構成で、好適な通信状態を実現すること
ができる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、ノイズキャンセル処理およびダイバーシティ通信を行うための回路の
一部分を共有することができるため、ノイズキャンセル部を有効に活用することができ、
コンパクトな装置構成で、ノイズ対策および複数のアンテナを利用した通信の両方を考慮
して、好適な通信状態を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】（ａ）は、本発明の一実施形態に係る無線通信装置の概略構成を示すブロック図
であり、（ｂ）は、第２の信号通信用アンテナの構成の一例を示す模式図である。
【図２】本発明の一実施形態において、ノイズキャンセル処理を行う際の、各部における
信号の受信電力の一例を示すグラフである。
【図３】本発明の一実施形態において、ダイバーシティ通信を行う際の、各部における信
号の受信電力の一例を示すグラフである。
【図４】本発明の一実施形態において、受信品質に基づいてスイッチを切り替える処理の
流れを示すフローチャートである。
【図５】本発明の一実施形態において、使用チャンネルに基づいてスイッチを切り替える
処理の流れを示すフローチャートである。
【図６】本発明の一実施形態におけるチャンネル毎のノイズ量の一例を示すグラフである
。
【図７】本発明の一実施形態において、外部アンテナの接続状態に基づいてスイッチを切
り替える処理の流れを示すフローチャートである。
【図８】本発明の一実施形態において、ノイズ量に基づいてスイッチを切り替える処理の
流れを示すフローチャートである。
【図９】本発明の他の実施形態に係る無線通信装置の概略構成を示すブロック図である。
【図１０】本発明の他の実施形態において、ノイズキャンセル処理を行う際の、各部にお
ける信号の受信電力の一例を示すグラフである。
【図１１】従来技術に係る無線通信装置の概略構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　〔第１実施形態〕
　以下、図面を参照して、本発明の一実施形態（第１実施形態）に係る無線通信装置を説
明する。なお、本実施形態に係る無線通信装置は、携帯型または非携帯型の無線通信装置
であり、例えば、携帯電話端末、携帯情報端末、車載情報端末、車載電話端末、無線通信
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機器、設置型の情報端末等であり得るが、これらに限定されず、本発明は無線通信装置一
般に適用することができる。また、通信する信号の内容も全く限定されない。
【００１２】
　（装置の構成）
　図１の（ａ）は、本実施形態に係る無線通信装置１００の概略構成を示すブロック図で
ある。図１の（ａ）に示すように、無線通信装置１００は、第１のアンテナ（第１の信号
受信用アンテナ）１１０、第１の整合１１１、第２のアンテナ（第２の信号受信用アンテ
ナ）１１２、第２の整合１１３、ノイズピックアップ用アンテナ１１４、第１の信号伝送
部１２１、第２の信号伝送部１２２、合成回路（信号合成部）１２３、受信品質判定部（
受信品質判定手段、ノイズ量検出手段）１３１、チューナ１３２、復調部１３３、信号処
理部１４０、およびシステム制御部（スイッチ制御手段）１４１を備えている。
【００１３】
　なお、第２のアンテナ１１２は、無線通信装置１００に着脱可能に取り付けられる外部
アンテナであってもよい。すなわち、図１の（ｂ）に示すように、無線通信装置１００が
第２の整合１１３に接続されたコネクタ１１６を備え、コネクタ１１６に、イヤホンアン
テナのような外部アンテナ素子、または、外部アンテナ素子を備えたクレードル等のコネ
クタ１１７が、接続可能なようになっていてもよい。
【００１４】
　また、無線通信装置１００は、ノイズ源１４２を含んでいる。ノイズ源１４２は、無線
通信装置１００の動作に伴い、受信する信号に対してノイズとなる電波を放射する部位で
あり、無線通信装置１００の特定の部分または全体であり得る。
【００１５】
　第２の信号伝送部１２２は、スイッチ（切り換え部）１２４、利得制御回路（調整部）
１２５、および位相制御回路（位相調整部、調整部）１２６を含んでいる。また、第１の
整合１１１、第２の整合１１３、第１の信号伝送部１２１、第２の信号伝送部１２２、合
成回路１２３、チューナ１３２、復調部１３３、および受信品質判定部１３１は、受信処
理部１３０を構成している。また、合成回路１２３、利得制御回路１２５および位相制御
回路１２６は、合成等処理部１２０を構成している。
【００１６】
　利得制御回路１２５は、例えば、図示しない増幅器や減衰器等からなる。また、位相制
御回路１２６は、例えば、図示しない移相器等からなる。利得制御回路１２５および位相
制御回路１２６は、入力された信号の振幅および位相の少なくとも何れかを、設定された
範囲内で変化させることができる。
【００１７】
　第１の整合１１１および第２の整合１１３は、それぞれ第１のアンテナ１１０および第
２のアンテナ１１２をインピーダンス整合させる整合回路である。第１の整合１１１およ
び第２の整合１１３は高周波信号を増幅するＬＮＡ（Ｌｏｗ　Ｎｏｉｓｅ　Ａｍｐ）等の
増幅器を含んでいてもよい。第１のアンテナ１１０が受信した信号は、第１の信号伝送部
１２１に入力される。また、第２のアンテナ１１２が受信した信号は、第２の信号伝送部
１２２に入力される。
【００１８】
　ノイズピックアップ用アンテナ１１４は、ノイズ源１４２の近傍に配置されている。ノ
イズピックアップ用アンテナ１１４が受信した信号（ノイズ）は、第２の信号伝送部１２
２に入力される。
【００１９】
　第１の信号伝送部１２１は、第１のアンテナ１１０から入力された信号を、合成回路１
２３に出力する。第１の信号伝送部１２１は高周波信号を増幅するＬＮＡ等の増幅器を含
んでいてもよい。また、第２の信号伝送部１２２は、第２のアンテナ１１２から入力され
た信号およびノイズピックアップ用アンテナ１１４から入力された信号の何れか一方を、
振幅および位相の少なくとも何れかを調整して合成回路１２３に出力する。
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【００２０】
　すなわち、第２の信号伝送部１２２のスイッチ１２４のポートＰ１には、第２のアンテ
ナ１１２からの信号が入力され、ポートＰ２には、ノイズピックアップ用アンテナ１１４
からの信号が入力される。スイッチ１２４は、ポートＰ１およびＰ２の何れか一方に入力
された信号を、位相制御回路１２６に出力する。位相制御回路１２６は、入力された信号
の位相を調整して、利得制御回路１２５に出力する。利得制御回路１２５は、入力された
信号の振幅を調整して、合成回路１２３に出力する。なお、スイッチ１２４の切り替え、
ならびに、利得制御回路１２５および位相制御回路１２６における振幅および位相の調整
量は、何れもシステム制御部１４１によって制御される。
【００２１】
　なお、利得制御回路１２５および位相制御回路１２６の順序は入れ替わっていてもよい
。すなわち、スイッチ１２４から出力された信号が、利得制御回路１２５に入力され、利
得制御回路１２５から出力された信号が、位相制御回路１２６に入力され、位相制御回路
１２６から出力された信号が、合成回路１２３に入力されるようになっていてもよい。
【００２２】
　なお、本明細書において、「入力された信号の振幅および位相の少なくとも何れかを調
整して、合成回路１２３に出力する」という第２の信号伝送部１２２（の利得制御回路１
２５および位相制御回路１２６）の動作には、例えば、以下のような動作も包含される：
利得制御回路１２５および位相制御回路１２６が、入力された信号の振幅および位相を調
整せずにそのまま合成回路１２３に出力する；利得制御回路１２５および位相制御回路１
２６が合成回路１２３に殆ど信号を出力しない；および、利得制御回路１２５および位相
制御回路１２６の電源がオフになっている状態で、入力された信号を合成回路１２３に出
力するか、または出力しない。
【００２３】
　合成回路１２３は、第１の信号伝送部１２１から入力された信号（＃１）および第２の
信号伝送部１２２から入力された信号（＃２）を合成して信号（＃３）としてチューナ１
３２に出力する。合成回路１２３から出力された信号は、チューナ１３２によってチュー
ニングされ、復調部１３３によって復調されて、信号処理部１４０に提供される。
【００２４】
　信号処理部１４０は、提供された信号について、デコード等の処理を行う。また、受信
品質判定部１３１は、復調部１３３によって復調された信号について、受信電力、Ｃ／Ｎ
（Carrier to Noise ratio：搬送波対雑音比）、ノイズ量等の受信品質を判定する。シス
テム制御部１４１は、受信品質判定部１３１の判定結果等に基づいて、スイッチ１２４、
利得制御回路１２５および位相制御回路１２６の制御を行う。詳細については後述する。
【００２５】
　（信号の合成）
　無線通信装置１００は、スイッチ１２４がポートＰ１に倒れている場合、第１のアンテ
ナ１１０からの信号と、振幅および位相の少なくとも何れかが調整されたノイズピックア
ップ用アンテナ１１４からの信号とを合成して、ノイズキャンセル処理を行う。
【００２６】
　図２は、ノイズキャンセル処理を行う際の、合成回路１２３に入力される信号（＃１お
よび＃２）ならびに合成回路１２３から出力される信号（＃３）の受信電力の一例を示す
グラフである。
【００２７】
　図２の（ａ）に示すように、信号（＃１）には、データ信号１の他にノイズ信号１が含
まれている。これに対し、図２の（ｂ）に示すように、信号（＃２）は、信号（＃１）の
ノイズ信号１と振幅がほぼ同じで、位相がほぼ逆になっているノイズ信号２からなる。合
成回路１２３は、信号（＃１）および信号（＃２）を合成することにより、ノイズ信号同
士を相殺して、図２の（ｃ）に示すように、ノイズ信号３の受信電力が低減された信号（
＃３）を出力することができる。図２に示すように、信号（＃３）の搬送波対雑音比Ｃ／
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Ｎ３は、信号（＃１）の搬送波対雑音比Ｃ／Ｎ１より大きくなっており、受信感度が向上
することが分かる。
【００２８】
　また、無線通信装置１００は、スイッチ１２４がポートＰ２に倒れている場合、第１の
アンテナ１１０からの信号と、振幅および位相が調整された第２のアンテナ１１２からの
信号とを合成して、ダイバーシティ通信を行う。
【００２９】
　図３は、ダイバーシティ通信を行う際の、合成回路１２３に入力される信号（＃１およ
び＃２）および合成回路１２３から出力される信号（＃３）の受信電力の一例を示すグラ
フである。
【００３０】
　図３の（ａ）に示すように、信号（＃１）には、データ信号１およびノイズ信号１が含
まれている。また、図３の（ｂ）に示すように、信号（＃２）にも、データ信号２および
ノイズ信号２が含まれている。合成回路１２３は、信号（＃１）および信号（＃２）を合
成することにより、信号（＃３）を出力する。ここで、信号（＃２）は、データ信号２と
ノイズ信号２からなるが、データ信号２はデータ信号１と位相がほぼ同じになっており、
振幅は適宜調整されている。合成回路１２３は、信号（＃１）および信号（＃２）を合成
することにより、データ信号同士が加算され信号（＃３）のデータ信号３の受信電力が向
上する。このとき、ノイズ信号同士も加算されるが、信号（＃１）におけるデータ信号１
とノイズ信号１の位相関係と、信号（＃２）におけるデータ信号２とノイズ信号２の位相
関係は一般的には異なるため、データ信号１とデータ信号２とが同じ位相であっても、ノ
イズ信号１とノイズ信号２とは同じ位相にはならない。そのため、信号（＃３）における
ノイズ信号３の受信電力は単純には向上せず、図３の（ｃ）に示すように、合成回路１２
３は、搬送波対雑音比Ｃ／Ｎ３が大きい信号（＃３）を出力することができる。もちろん
、ノイズ信号が発生しない周波数であれば、データ信号同士のみが加算されるため、搬送
波対雑音比Ｃ／Ｎ３が大きくなる効果が大きい。これにより、受信感度を向上させること
ができる。
【００３１】
　上記のように、ノイズキャンセル処理を行う際には、信号（＃１）と信号（＃２）に含
まれるノイズ信号同士を同振幅かつ逆位相として相殺するように合成しており、ダイバー
シティ通信を行う際には、信号（＃１）と信号（＃２）に含まれるデータ信号同士を同位
相として受信電力が改善するように合成している。このように、同一の部品である合成処
理部１２０等が、ノイズキャンセル処理とダイバーシティ通信処理とで、逆の合成を行っ
ているが、どちらの場合も受信感度を向上させることができることが分かる。
【００３２】
　無線通信装置１００が、ノイズキャンセル処理を行うか、ダイバーシティ通信を行うか
は、後述するような基準によって制御すればよく、状況に応じてより受信品質が向上する
処理を実施することができる。本実施形態に係る無線通信装置１００では、ノイズキャン
セル処理およびダイバーシティ通信を行うための回路の一部分を共有することができるた
め、コンパクトな装置構成で、複数の信号受信用アンテナおよびノイズピックアップ用ア
ンテナが受信した信号を状況に応じて適宜合成することにより通信感度を向上して、好適
な通信状態を実現することができる。
【００３３】
　（各種の制御）
　続いて、システム制御部１４１によるスイッチ１２４、利得制御回路１２５および位相
制御回路１２６の制御について説明する。以下、システム制御部１４１による制御のいく
つかのバリエーションを説明するが、本発明はこれらに限定されない。
【００３４】
　まず、システム制御部１４１が受信品質に基づいてスイッチ１２４を切り替えるときの
処理について説明する。図４は、受信品質に基づいてスイッチ１２４を切り替える処理の
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流れを示すフローチャートである。処理は、スイッチ１２４がＰ０またはＰ１に倒れてい
る状態で開始する（ステップＳ０）。
【００３５】
　まず、受信処理部１３０および信号処理部１４０が、データ信号の受信を行う（ステッ
プＳ１）。そして、受信品質判定部１３１が、ステップＳ１において受信したデータ信号
の受信品質を判定する（ステップＳ２）。受信品質の判定では、例えば、Ｃ／Ｎを指標と
することができるが、これに限定されず、受信電力、ＢＥＲ（Ｂｉｔ　Ｅｒｒｏｒ　Ｒａ
ｔｅ）、ノイズ量等のその他の指標を用いてもよい。受信品質判定部１３１は、特定の指
標を、例えば、所定の基準値と比較することにより、受信品質が良好（ＯＫ）であるか、
不良（ＮＧ）であるかを判定する。
【００３６】
　ステップＳ２において、受信品質が良好であると判定された場合、システム制御部１４
１は、スイッチ１２４を切り替えず、利得制御回路１２５における振幅の調整量および位
相制御回路１２６における位相の調整量を現状のまま維持して（ステップＳ３）、ステッ
プＳ１に戻り、受信を続行する。
【００３７】
　一方、ステップＳ２において、受信品質が不良であると判定された場合、システム制御
部１４１は、スイッチ１２４を切り替え（ステップＳ４）、ステップＳ５～９において利
得制御回路１２５における振幅の調整量および位相制御回路１２６における位相の調整量
の最適化を行なう。
【００３８】
　システム制御部１４１は、まず、利得制御回路１２５における振幅の調整量および位相
制御回路１２６における位相の調整量を変化させることにより、合成回路１２３に入力さ
れる信号（＃２）の振幅および位相を変化させる（ステップＳ５）。その状態で、受信品
質判定部１３１が、Ｃ／Ｎを測定する（ステップＳ６）。そして、システム制御部１４１
は、所定の範囲に亘って信号（＃２）の振幅および位相の調整量とＣ／Ｎとの対応関係を
全て測定するまで、ステップＳ５およびＳ６を繰り返す（ステップＳ７）。
【００３９】
　測定完了後、システム制御部１４１は、Ｃ／Ｎが最良となる振幅および位相の調整量を
最適値として判定し（ステップＳ８）、振幅および位相の調整量が当該最適値となるよう
に、利得制御回路１２５および位相制御回路１２６を制御する（ステップＳ９）。以上に
より、システム制御部１４１による利得制御回路１２５における振幅の調整量および位相
制御回路１２６における位相の調整量の最適化が完了する。
【００４０】
　なお、ここでは、一例として、Ｃ／Ｎに基づいて受信品質を判定する場合について説明
したが、上述したように、受信品質の判定には、その他の指標を用いてもよい。
【００４１】
　また、ステップＳ７において、調整量とＣ／Ｎとの対応関係を全て測定する必要はなく
、例えば、所定のＣ／Ｎ基準値を上回る調整量が見出された場合にはそこでステップ７を
終了し、ステップＳ８において、その調整量を最適値として判定するようにしてもよい。
【００４２】
　また、システム制御部１４１は、ステップＳ５～Ｓ９を行う代わりに、その他の公知の
最適化アルゴリズムに従って、信号（＃３）のＣ／Ｎを大きくするような上記調整量の最
適値を算出し、算出した最適値に従って利得制御回路１２５および位相制御回路１２６を
制御してもよい。
【００４３】
　続いて、受信品質判定部１３１が、再度、受信品質を判定する（ステップＳ１０）。ス
テップＳ１０において、受信品質が良好であると判定された場合には、ステップＳ１に戻
り、受信を続行する。ステップＳ１０において、受信品質が不良であると判定された場合
には、システム制御部１４１は、スイッチ１２４を切り替え（ステップＳ１１）、再度、
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ステップＳ５～９において利得制御回路１２５における振幅の調整量および位相制御回路
１２６における位相の調整量の最適化を行なう。
【００４４】
　なお、ステップＳ１０において、複数回に亘って受信品質が不良と判定され、ステップ
Ｓ５～Ｓ１１を繰り返す場合、所定のタイミングで受信品質に基づくスイッチ１２４の切
り替え処理を停止してもよい。
【００４５】
　無線通信装置１００が以上のような処理を行うことにより、ノイズキャンセル処理およ
びダイバーシティ通信のうち受信品質が良好な処理を行うことができるため、状況に応じ
た好適な通信状態を実現することができる。
【００４６】
　次に、システム制御部１４１が使用チャンネル（使用周波数帯）に基づいてスイッチを
切り替えるときの処理について説明する。図５は、使用チャンネルに基づいてスイッチを
切り替える処理の流れを示すフローチャートである。処理は、使用チャンネルが選択され
た状態で開始される（ステップＳ２０）。
【００４７】
　なお、前提として、無線通信装置１００において使用可能な各チャンネルについて、当
該チャンネルを用いて受信を行ったときのノイズ量が、予め計測されている。計測結果の
一例を図６に示す。図６に示す例では、チャンネルが「Ｘ」（Ｘ１またはＸ２）であると
き、ノイズ量が大きくなっている。以下、この条件の下で説明を行う。
【００４８】
　まず、システム制御部１４１は、受信処理部１３０において使用するチャンネル（周波
数帯）が、ノイズ量が大きくなる特定のチャンネル（「Ｘ」）であるか否かを判定する（
ステップＳ２１）。
【００４９】
　ステップＳ２１において、使用チャンネルが「Ｘ」であると判定されたとき、システム
制御部１４１は、受信処理部１３０にノイズキャンセル処理を実行させる（ステップＳ２
２）。すなわち、スイッチ１２４をポートＰ１に倒す。このとき、システム制御部１４１
は、ステップＳ５～Ｓ９のような利得制御回路１２５における振幅の調整量および位相制
御回路１２６における位相の調整量の最適化を行なってもよい。また、チャンネル「Ｘ」
の使用時のノイズに対する振幅および位相の調整量の最適値を予め測定してシステム制御
部１４１に記憶しておき、システム制御部１４１は、その予め記憶された最適値を読み出
して、利得制御回路１２５における振幅の調整量および位相制御回路１２６における位相
の調整量の最適化を行ってもよい。
【００５０】
　そして、使用チャンネルが変更されるか、通信が終了するまでステップＳ２２を繰り返
す（ステップＳ２３）。使用チャンネルが変更された場合には、ステップＳ２１に戻る。
【００５１】
　一方、ステップＳ２１において、使用チャンネルが「Ｘ」以外であると判定されたとき
、ノイズ量が大きくないことが予め判明しているため、システム制御部１４１は、受信処
理部１３０にダイバーシティ通信を実行させる（ステップＳ２４）。すなわち、スイッチ
１２４をポートＰ２に倒す。このとき、システム制御部１４１は、ステップＳ５～Ｓ９の
ような利得制御回路１２５における振幅の調整量および位相制御回路１２６における位相
の調整量の最適化を行なってもよい。そして、使用チャンネルが変更されるか、通信が終
了するまでステップＳ２４を繰り返す（ステップＳ２５）。使用チャンネルが変更された
場合には、ステップＳ２１に戻る。
【００５２】
　無線通信装置１００が以上のような処理を行うことにより、ノイズ量が大きくなること
が予想されるチャンネルを使用するときには、ノイズキャンセル処理を行うことによって
ノイズ量を低減して通信感度を好適に向上し、その他のチャンネルを使用するときには、
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ダイバーシティ通信を行うことによって通信感度を向上させることができるため、状況に
応じた好適な通信状態を実現することができる。
【００５３】
　次に、システム制御部１４１が外部アンテナの接続状態に基づいてスイッチを切り替え
るときの処理について説明する。図７は、外部アンテナの接続状態に基づいてスイッチを
切り替える処理の流れを示すフローチャートである。処理は、システム制御部１４１が、
外部アンテナの接続状態を検知可能になった状態で開始される（ステップＳ３０）。
【００５４】
　なお、前提として、第２のアンテナ１１２は、無線通信装置１００のコネクタ１１６に
接続される外部アンテナであり、システム制御部１４１は、第２のアンテナ１１２がコネ
クタ１１６に接続されているか否かを検知可能である場合について、以下、説明を行う。
システム制御部１４１は、例えば、図示しない物理的機構またはコネクタ１１６からの反
射電力の測定により、第２のアンテナ１１２の接続状態を検知するようになっている。
【００５５】
　まず、システム制御部１４１は、第２のアンテナ１１２が接続されているか否かを判定
する（ステップＳ３１）。
【００５６】
　ステップＳ３１において、第２のアンテナ１１２が接続されていないと判定されたとき
、システム制御部１４１は、受信処理部１３０にノイズキャンセル処理を実行させる（ス
テップＳ３２）。すなわち、スイッチ１２４をポートＰ１に倒す。このとき、システム制
御部１４１は、ステップＳ５～Ｓ９のような利得制御回路１２５における振幅の調整量お
よび位相制御回路１２６における位相の調整量の最適化を行なってもよい。そして、第２
のアンテナ１１２の接続状態の変化が検知されるか、通信が終了するまでステップＳ３２
を繰り返す（ステップＳ３３）。第２のアンテナの接続状態の変化が検知された場合には
、ステップＳ３１に戻る。
【００５７】
　一方、ステップＳ３１において、第２のアンテナ１１２が接続されていると判定された
とき、システム制御部１４１は、受信処理部１３０にダイバーシティ通信を実行させる（
ステップＳ３４）。すなわち、スイッチ１２４をポートＰ２に倒す。このとき、システム
制御部１４１は、ステップＳ５～Ｓ９のような利得制御回路１２５における振幅の調整量
および位相制御回路１２６における位相の調整量の最適化を行なってもよい。そして、使
用チャンネルが変更されるか、通信が終了するまでステップＳ３４を繰り返す（ステップ
Ｓ３５）。第２のアンテナ１１２の接続状態の変化が検知された場合には、ステップＳ３
１に戻る。
【００５８】
　無線通信装置１００が以上のような処理を行うことにより、第２のアンテナ１１２が接
続され、ダイバーシティ通信が可能になったときにはダイバーシティ通信を行い、第２の
アンテナが接続されていないときには内蔵のノイズピックアップ用アンテナ１１４を用い
てノイズキャンセル処理を行うため、状況に応じた好適な通信状態を実現することができ
る。
【００５９】
　次に、システム制御部１４１がノイズ量に基づいてスイッチを切り替えるときの処理に
ついて説明する。図８は、ノイズ量に基づいてスイッチを切り替える処理の流れを示すフ
ローチャートである。処理は、受信品質判定部１３１が、ノイズ量を検出可能になった状
態で開始される（ステップＳ４０）。
【００６０】
　なお、受信品質判定部１３１によるノイズ量の検出方法は、例えば、ノイズピックアッ
プ用アンテナ１１４が受信したノイズ信号の電力によって、ノイズ量の大小を検知するよ
うになっていてもよいし、その他の方法により検出してもよい。
【００６１】
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　まず、受信品質判定部１３１は、検出したノイズ量と所定の基準値とを比較する（ステ
ップＳ４１）。
【００６２】
　ステップＳ４１において、ノイズ量が基準値を超えると判定されたとき、システム制御
部１４１は、受信処理部１３０にノイズキャンセル処理を実行させる（ステップＳ４２）
。すなわち、スイッチ１２４をポートＰ１に倒す。このとき、システム制御部１４１は、
ステップＳ５～Ｓ９のような利得制御回路１２５における振幅の調整量および位相制御回
路１２６における位相の調整量の最適化を行なってもよい。そして、適宜設定されたタイ
ミングにおいて、ステップＳ４１に戻り再度判定を行う。
【００６３】
　一方、ステップＳ４１において、ノイズ量が基準値以下であると判定されたとき、シス
テム制御部１４１は、受信処理部１３０にダイバーシティ通信を実行させる（ステップＳ
４３）。すなわち、スイッチ１２４をポートＰ２に倒す。このとき、システム制御部１４
１は、ステップＳ５～Ｓ９のような利得制御回路１２５における振幅の調整量および位相
制御回路１２６における位相の調整量の最適化を行なってもよい。そして、適宜設定され
たタイミングにおいて、ステップＳ４１に戻り再度判定を行う。
【００６４】
　無線通信装置１００が以上のような処理を行うことにより、ノイズ量が大きいときには
ノイズキャンセル処理を行い、ノイズ量が小さいときにはダイバーシティ通信を行うため
、状況に応じた好適な通信状態を実現することができる。
【００６５】
　以上のように、システム制御部１００は、様々な指標に基づいてスイッチ１２４、利得
制御回路１２５および位相制御回路１２６を制御することにより、状況に応じた好適な通
信状態を実現することができる。なお、システム制御部１００は、複数の指標に基づいて
制御を行ってもよい。例えば、システム制御部１００は、図４、５、７および８に示すよ
うな処理のうち２つ以上の処理を併せて行うものであってもよい。
【００６６】
　（変形例）
　上記では、第２のアンテナおよびノイズピックアップ用アンテナがそれぞれ１つである
構成について説明したが、本実施形態はこれに限定されず、第２のアンテナおよびノイズ
ピックアップ用アンテナはそれぞれ複数であってもよい。
【００６７】
　この場合、例えば、スイッチ１２４が、第２のアンテナおよびノイズピックアップ用ア
ンテナの総数に対応するポートを有し、全てのポートに入力された信号のうち何れかを利
得制御回路１２５および位相制御回路１２６を介して合成回路１２３に出力するようにな
っていてもよい。
【００６８】
　また、第２の信号伝送部１２２が、スイッチ、利得制御回路および位相制御回路を複数
備えていてもよい。すなわち、第２のアンテナおよびノイズピックアップ用アンテナの総
数に対応するポートが、複数のスイッチに分かれて存在しており、各スイッチにおいてそ
れぞれ信号を選択するようにしてもよい。このとき、各スイッチにおいて選択された信号
は、各スイッチに接続された利得制御回路および位相制御回路によって振幅および位相の
少なくとも何れかが調整され、それぞれ、合成回路１２３に入力され、合成される。
【００６９】
　以上のように、本実施形態によれば、第２のアンテナおよびノイズピックアップ用アン
テナがそれぞれ複数であっても、ノイズキャンセル処理およびダイバーシティ通信を行う
ための回路の一部分を共有することができるため、コンパクトな装置構成で、複数の信号
受信用アンテナおよびノイズピックアップ用アンテナが受信した信号を適宜合成すること
により受信感度を向上して、好適な通信状態を実現することができる。
【００７０】



(12) JP 5464628 B2 2014.4.9

10

20

30

40

50

　〔第２実施形態〕
　図９は、本発明の他の実施形態（第２実施形態）に係る無線通信装置２００の概略構成
を示すブロック図である。無線通信装置２００において、無線通信装置１００と同様の部
材については、同じ番号を付し、説明を省略する。
【００７１】
　無線通信装置２００は、無線通信装置１００に対して、受信処理部２３０の構成および
システム制御部２４１の動作が異なっている。詳細に述べれば、受信処理部２３０におい
て、第２の信号伝送部２２２は、第２のアンテナ１１２から入力された信号およびノイズ
ピックアップ用アンテナ１１４から入力された信号の両方を、振幅および位相の少なくと
も何れかを調整して合成回路（信号合成部）２２３に出力するものであり、合成回路２２
３は、第１の信号伝送部１２１から入力された信号（＃１）および第２の信号伝送部２２
２から入力された信号（＃２および＃３）を合成して信号（＃４）としてチューナ１３２
に出力するものである。
【００７２】
　そのため、第２の信号伝送部２２２は、第２のアンテナ１１２からの信号が入力される
第１の位相制御回路（位相調整部、調整部）２２６、第１の位相制御回路２２６からの信
号が入力される第１の利得制御回路（調整部）２２５、ノイズピックアップ用アンテナ１
１４からの信号が入力される第２の位相制御回路（位相調整部、調整部）２２８、および
、第２の位相制御回路２２８からの信号が入力される第２の利得制御回路（調整部）２２
７を備えている。第１の利得制御回路２２５から合成回路２２３へ信号（＃２）が出力さ
れ、第２の利得制御回路２２７から合成回路２２３へ信号（＃３）が出力される。また、
合成等処理部２２０には、第２のアンテナ１１２およびノイズピックアップ用アンテナ１
１４からの信号が入力される。なお、第１の利得制御回路２２５および第１の位相制御回
路２２６の順序、ならびに、第２の利得制御回路２２７および第１の位相制御回路２２８
の順序は入れ替わっていてもよい。
【００７３】
　無線通信装置２００は、第１のアンテナ１１０からの信号と、振幅および位相の少なく
とも何れかが調整された第２のアンテナ１１２からの信号と、振幅および位相の少なくと
も何れかが調整されたノイズピックアップ用アンテナ１１４からの信号とを合成して、ダ
イバーシティ通信およびノイズキャンセル処理を行う。
【００７４】
　図１０は、ノイズキャンセル処理を行う際の、合成回路２２３に入力される信号（＃１
、＃２および＃３）ならびに合成回路１２３から出力される信号（＃４）の受信電力の一
例を示すグラフである。
【００７５】
　図１０の（ａ）に示すように、信号（＃１）には、データ信号１およびノイズ信号１が
含まれている。また、図１０の（ｂ）に示すように、信号（＃２）にも、データ信号２お
よびノイズ信号２が含まれている。また、図１０の（ｃ）に示すように、信号（＃３）に
は、ほぼノイズ信号のみ含まれている。合成回路２２３は、信号（＃１）、信号（＃２）
および信号（＃３）を合成することにより、信号（＃４）を出力する。ここで、信号（＃
２）の振幅および位相を、信号（＃４）の搬送波対雑音比Ｃ／Ｎ４が信号（＃１）の搬送
波対雑音比Ｃ／Ｎ１よりも大きくなるように調整することにより、図１０の（ｄ）に示す
ように、合成回路２２３は、搬送波対雑音比Ｃ／Ｎ４が大きい信号（＃４）を出力するこ
とができる。また、信号（＃３）の振幅および位相を、信号（＃４）においてノイズ信号
が相殺されて搬送波対雑音比Ｃ／Ｎ４が信号（＃１）の搬送波対雑音比Ｃ／Ｎ１よりも大
きくなるように調整することにより、図１０の（ｄ）に示すように、合成回路２２３は、
ノイズ信号が低減された大きい信号（＃４）を出力することができる。これにより、受信
感度を向上させることができる。
【００７６】
　システム制御部２４１は、第１の利得制御回路２２５、第１の位相制御回路２２６、第
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２の利得制御回路２２７および第２の位相制御回路２２８における振幅または位相の調整
量を制御することにより、上述したように無線通信装置２００における受信感度を向上さ
せることができる。システム制御部２４１は、例えば、図４に示すステップＳ５～Ｓ９の
工程に従って第１の利得制御回路２２５、第１の位相制御回路２２６、第２の利得制御回
路２２７および第２の位相制御回路２２８を制御してもよいし、その他の公知の最適化ア
ルゴリズムを用いて、信号（＃４）のＣ／Ｎを大きくするような上記調整量の最適値を算
出し、算出した最適値に従って各振幅および位相を調整するように第１の利得制御回路２
２５、第１の位相制御回路２２６、第２の利得制御回路２２７および第２の位相制御回路
２２８を制御してもよい。
【００７７】
　以上のように、本実施形態に係る無線通信装置２００では、ノイズキャンセル処理およ
びダイバーシティ通信を行うための回路の一部分を共有することができるため、コンパク
トな装置構成で、複数の信号受信用アンテナおよびノイズピックアップ用アンテナが受信
した信号を適宜合成して、受信感度を好適に向上させることができる。
【００７８】
　（変形例）
　本実施形態においても、第２のアンテナおよびノイズピックアップ用アンテナはそれぞ
れ複数であってもよい。この場合、例えば、第２の信号伝送部１２２が、さらなる利得制
御回路および位相制御回路を備え、全ての第２のアンテナおよびノイズピックアップ用ア
ンテナからの信号が、それぞれ異なる利得制御回路および位相制御回路を介して合成回路
２２３に入力されるようになっていてもよい。
【００７９】
　また、第１の実施形態と第２の実施形態とを組み合わせてもよい。すなわち、第２の信
号伝送部は、スイッチを備え、当該スイッチを切り替えることにより合成回路に出力する
信号を選択するとともに、複数の信号を合成回路に出力するものであってもよい。例えば
、第２の実施形態において、第２の位相制御回路２２８にスイッチが接続され、当該スイ
ッチに複数のノイズピックアップ用アンテナからの信号が入力されるようになっていても
よい。このような構成によれば、複数のノイズピックアップ用アンテナからの信号を所定
の基準に基づき適宜選択して合成回路２２３に入力させることにより、より受信感度を向
上させることができる。スイッチに入力させる信号は、複数のノイズピックアップ用アン
テナからの信号に限定されず、複数の信号受信用アンテナからの信号であってもよく、ノ
イズピックアップ用アンテナおよび信号受信用アンテナの両者からの信号であってもよい
。
【００８０】
　このように、第２の信号伝送部は、１以上の第２の信号受信用アンテナが受信した信号
、および、１以上のノイズピックアップ用アンテナが受信した信号が入力され、入力され
た信号のうちの少なくとも１つの信号を、位相および振幅の少なくとも何れかを調整して
、合成回路に出力するものであればよい。第２の信号伝送部が上記のような構成を有して
いれば、ノイズキャンセル処理およびダイバーシティ通信を行うための回路の一部分を共
有することができるため、コンパクトな装置構成で、複数の信号受信用アンテナおよびノ
イズピックアップ用アンテナが受信した信号を適宜合成して、好適な通信を行うことがで
きる。
【００８１】
　また、第１の実施形態および第２の実施形態において、無線通信装置１００および２０
０は、複数の信号受信用アンテナ（第１のアンテナ１１０および第２のアンテナ１１２）
を用いてダイバーシティ通信を行うものであるが、本発明はこれに限定されず、無線通信
装置１００および２００は、複数の信号受信用アンテナをアダプティブアレーアンテナと
して用いてもよいし、その他の複数アンテナを利用する技術を実現するために用いてもよ
い。
【００８２】
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　（プログラムおよび記録媒体）
　最後に、システム制御部１４１および２４１は、集積回路（ＩＣチップ）上に形成され
た論理回路によってハードウェア的に実現してもよいし、ＣＰＵ（Central Processing U
nit）を用いてソフトウェア的に実現してもよい。
【００８３】
　後者の場合、システム制御部１４１および２４１は、各機能を実現するプログラムの命
令を実行するＣＰＵ、上記プログラムを格納したＲＯＭ（Read Only Memory）、上記プロ
グラムを展開するＲＡＭ（Random Access Memory）、上記プログラムおよび各種データを
格納するメモリ等の記憶装置（記録媒体）などを備えている。そして、本発明の目的は、
上述した機能を実現するソフトウェアであるシステム制御部１４１および２４１の制御プ
ログラムのプログラムコード（実行形式プログラム、中間コードプログラム、ソースプロ
グラム）をコンピュータで読み取り可能に記録した記録媒体を、システム制御部１４１お
よび２４１に供給し、そのコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記録媒体に記録され
ているプログラムコードを読み出し実行することによっても、達成可能である。
【００８４】
　上記記録媒体としては、例えば、磁気テープやカセットテープ等のテープ類、フロッピ
ー（登録商標）ディスク／ハードディスク等の磁気ディスクやＣＤ－ＲＯＭ／ＭＯ／ＭＤ
／ＤＶＤ／ＣＤ－Ｒ等の光ディスクを含むディスク類、ＩＣカード（メモリカードを含む
）／光カード等のカード類、マスクＲＯＭ／ＥＰＲＯＭ／ＥＥＰＲＯＭ／フラッシュＲＯ
Ｍ等の半導体メモリ類、あるいはＰＬＤ（Programmable logic device）やＦＰＧＡ（Fie
ld Programmable Gate Array）等の論理回路類などを用いることができる。
【００８５】
　また、システム制御部１４１および２４１を通信ネットワークと接続可能に構成し、上
記プログラムコードを通信ネットワークを介して供給してもよい。この通信ネットワーク
は、プログラムコードを伝送可能であればよく、特に限定されない。例えば、インターネ
ット、イントラネット、エキストラネット、ＬＡＮ、ＩＳＤＮ、ＶＡＮ、ＣＡＴＶ通信網
、仮想専用網（Virtual Private Network）、電話回線網、移動体通信網、衛星通信網等
が利用可能である。また、この通信ネットワークを構成する伝送媒体も、プログラムコー
ドを伝送可能な媒体であればよく、特定の構成または種類のものに限定されない。例えば
、ＩＥＥＥ１３９４、ＵＳＢ、電力線搬送、ケーブルＴＶ回線、電話線、ＡＤＳＬ（Asym
metric Digital Subscriber Line）回線等の有線でも、ＩｒＤＡやリモコンのような赤外
線、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＩＥＥＥ８０２．１１無線、ＨＤＲ（High Data 
Rate）、ＮＦＣ（Near Field Communication）、ＤＬＮＡ（Digital Living Network All
iance）、携帯電話網、衛星回線、地上波デジタル網等の無線でも利用可能である。
【００８６】
　（まとめ）
　以上のように、本発明に係る無線通信装置は、ダイバーシティ受信およびノイズキャン
セル処理を行う無線通信装置であって、該ダイバーシティ受信の際に、複数の受信信号を
合成する信号合成部と、該ノイズキャンセル処理の際に、受信信号およびノイズ信号を合
成する信号合成部と、を共用していることを特徴としている。
【００８７】
　上記の構成によれば、ノイズキャンセル処理のために利用する信号合成部を、ノイズが
発生していないときであっても、ダイバーシティ受信のために利用することができるため
、ノイズが発生していないときにノイズキャンセル部全体が不要な部品となることを避け
ることができる。これにより、コンパクトな装置構成で、好適な通信状態を実現すること
ができる。
【００８８】
　本発明に係る無線通信装置は、上記ダイバーシティ受信の際に、上記複数の受信信号の
うちの一部の受信信号の位相を調整する位相調整部と、上記ノイズキャンセル処理の際に
、上記ノイズ信号の位相を調整する位相調整部と、を共用していることが好ましい。
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【００８９】
　上記の構成によれば、さらに、ノイズキャンセル処理のために利用する位相調整部を、
ノイズが発生していないときであっても、ダイバーシティ受信のために利用することがで
きるため、ノイズが発生していないときの不要な部品をさらに減少させることができる。
これにより、よりコンパクトな装置構成で、好適な通信状態を実現することができる。
【００９０】
　本発明に係る無線通信装置では、上記位相調整部は、上記ダイバーシティ受信の際に、
上記一部の受信信号の位相を、上記信号合成部において当該一部の受信信号と合成される
べき受信信号の位相と同位相になるように調整し、上記ノイズキャンセル処理の際に、上
記ノイズ信号の位相を、上記信号合成部において当該ノイズ信号と合成されるべき受信信
号の位相と逆位相になるように調整することが好ましい。
【００９１】
　上記の構成によれば、ダイバーシティ受信およびノイズキャンセル処理を好適に行うこ
とができる。
【００９２】
　本発明に係る無線通信装置は、上記位相調整部に入力される信号を切り換える切り換え
部を備え、上記切り換え部が、上記位相調整部に上記一部の受信信号が入力されるように
切り換えたとき、上記位相調整部は、当該上記位相調整部に入力された信号の位相を、上
記信号合成部において当該一部の受信信号と合成されるべき受信信号の位相と同位相にな
るように調整し、上記切り換え部が、上記位相調整部に上記ノイズ信号が入力されるよう
に切り換えたとき、上記位相調整部は、当該上記位相調整部に入力された信号の位相を、
上記信号合成部において当該ノイズ信号と合成されるべき受信信号の位相と逆位相になる
ように調整することが好ましい。
【００９３】
　上記の構成によれば、位相調整部は、位相調整部に入力される信号の切り替えに伴って
切り換え後の入力信号の種類に応じた位相の調整を行なうようになっているため、位相の
調整を好適に行ない、ダイバーシティ受信およびノイズキャンセル処理を好適に行うこと
ができる。
【００９４】
　本発明に係る無線通信装置は、第１の信号受信用アンテナと、ノイズピックアップ用ア
ンテナと、第１の信号受信用アンテナが受信した受信信号を上記信号合成部に出力する第
１の信号伝送部と、第１の信号受信用アンテナとは異なる第２の信号受信用アンテナが受
信した受信信号、および、該ノイズピックアップ用アンテナが受信したノイズ信号が入力
され、入力された受信信号およびノイズ信号のうちの少なくとも１つの信号を、位相およ
び振幅の少なくとも何れかを調整して、上記信号合成部に出力する第２の信号伝送部と、
を備えており、第２の信号受信用アンテナが受信した受信信号を少なくとも用いてダイバ
ーシティ合成を行い、該ノイズピックアップ用アンテナが受信したノイズ信号を少なくと
も用いてノイズキャンセル処理を行うものであってもよい。
【００９５】
　上記の構成によれば、上記信号合成部は、第１の信号受信用アンテナが受信した信号に
対して、他の信号受信用アンテナおよびノイズピックアップ用アンテナが受信した信号を
振幅および位相を調整した上で適宜合成することができるため、ノイズキャンセル処理を
行うための回路の一部としても、複数のアンテナを利用した通信を行うための回路の一部
としても機能する。このように、上記の構成によれば、ノイズキャンセル処理および複数
のアンテナを利用した通信を行うための回路の一部分を共有することができるため、コン
パクトな装置構成で、ノイズ対策および複数のアンテナを利用した通信の両方を考慮して
、好適な通信状態を実現することができる。
【００９６】
　本発明に係る無線通信装置では、第２の信号受信用アンテナは、着脱可能な外部アンテ
ナであってもよい。
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【００９７】
　上記の構成によれば、第２の信号受信用アンテナは、イヤホンアンテナ等の着脱可能な
外部アンテナである。そのため、上記無線通信装置のグランドとしての影響を避け、当該
無線通信装置内に配置される場合が多い第１の信号受信アンテナよりも良好なアンテナ特
性を得ることができる。また、上記無線通信装置のノイズ源からの距離をとることができ
るため、第２の信号受信用アンテナが受信するノイズ量を、第１の信号受信用アンテナが
受信するノイズ量よりも小さくすることが可能である。以上のように、上記の構成によれ
ば、第２の信号受信用アンテナのアンテナ特性を改善し、より好適なダイバーシティ通信
を実現することができる。
【００９８】
　本発明に係る無線通信装置は、少なくとも第１の信号受信用アンテナが受信した受信信
号をチューニングするチューナを備え、該チューナには、上記信号合成部が合成した信号
が入力されることが好ましい。
【００９９】
　上記の構成によれば、ノイズキャンセル処理を行うための回路および複数のアンテナを
利用した通信を行うための回路において、チューナを共有することができる。これにより
、コンパクトな装置構成で、好適な通信状態を実現することができる。
【０１００】
　本発明に係る無線通信装置では、第２の信号伝送部は、スイッチを備え、該スイッチの
切り替えにより、上記信号合成部に出力する信号を、第２の信号伝送部に入力された受信
信号およびノイズ信号から選択することが好ましい。
【０１０１】
　上記の構成によれば、信号合成部は、第１の信号伝送部から入力された信号と、上記ス
イッチによって選択された信号を合成するだけでよいため、よりコンパクトな装置構成で
、好適な通信状態を実現することができる。
【０１０２】
　本発明に係る無線通信装置では、第２の信号伝送部は、上記信号合成部に出力する信号
の位相および振幅の少なくとも何れかを調整する調整部を備え、上記スイッチは、該調整
部と、第２の信号受信用アンテナおよび上記ノイズピックアップ用アンテナのうちの何れ
か一方とを接続することが好ましい。
【０１０３】
　上記の構成によれば、ノイズキャンセル処理を行うための回路、および複数のアンテナ
を利用した通信を行うための回路において、調整部を共有することができるため、よりコ
ンパクトな装置構成で、好適な通信状態を実現することができる。
【０１０４】
　本発明に係る無線通信装置は、上記スイッチを切り替えるスイッチ制御手段を備えてい
ることが好ましい。
【０１０５】
　上記無線通信装置は、受信品質を判定する受信品質判定手段を備え、上記スイッチ制御
手段は、該受信品質判定手段の判断結果に応じて、上記スイッチを切り替えるものであっ
てもよい。
【０１０６】
　上記の構成によれば、ノイズキャンセル処理および複数のアンテナを利用した通信のう
ち受信品質が良好な処理を行うことができるため、状況に応じた好適な通信状態を実現す
ることができる。
【０１０７】
　上記無線通信装置では、上記スイッチ制御手段は、上記無線通信装置が無線通信を行っ
ている周波数帯に応じて、上記スイッチを切り替えるものであってもよい。
【０１０８】
　上記の構成によれば、ノイズ量が大きくなることが予想される周波数帯を使用するとき
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には、ノイズキャンセル処理を行うことによってノイズ量を低減して通信感度を好適に向
上し、その他の周波数帯を使用するときには、複数のアンテナを利用した通信を行うこと
によって通信感度を向上させることができるため、状況に応じた好適な通信状態を実現す
ることができる。
【０１０９】
　上記無線通信装置は、第２の信号受信用アンテナは、外部アンテナであり、上記スイッ
チ制御手段は、第２の信号受信用アンテナが、上記無線通信装置に接続されたときに、第
２の信号受信用アンテナが受信した受信信号が上記信号合成部に入力されるように、上記
スイッチを切り替えるものであってもよい。
【０１１０】
　上記の構成によれば、第２の信号通信用アンテナが接続され、複数のアンテナを利用し
た通信が可能になったときには複数のアンテナを利用した通信を行い、第２の信号通信用
アンテナが接続されていないときにはノイズピックアップ用アンテナを用いてノイズキャ
ンセル処理を行うため、状況に応じた好適な通信状態を実現することができる。
【０１１１】
　上記無線通信装置は、上記無線通信装置におけるノイズの大きさを検出するノイズ量検
出手段を備え、上記スイッチ制御手段は、該ノイズ量検出手段が検出したノイズの大きさ
が基準値を超えるときは、上記ノイズピックアップ用アンテナが受信したノイズ信号が上
記信号合成部に入力され、該ノイズの大きさが基準値以下のときは、第２の信号受信用ア
ンテナが受信した受信信号が上記信号合成部に入力されるように、上記スイッチを切り替
えるものであってもよい。
【０１１２】
　上記の構成によれば、ノイズ量が大きいときにはノイズキャンセル処理を行い、ノイズ
量が小さいときには複数のアンテナを利用した通信を行うため、状況に応じた好適な通信
状態を実現することができる。
【０１１３】
　本発明に係る無線通信装置では、上記ノイズピックアップ用アンテナが２本以上である
か、または、第２の信号受信用アンテナが２本以上であってもよい。
【０１１４】
　上記の構成によれば、より好適に、ノイズキャンセル処理および複数のアンテナを利用
した通信を行うことができる。
【０１１５】
　また、本発明に係る装置を動作させるためのプログラムであって、コンピュータに上記
の各装置の機能を実現させるプログラムおよび該プログラムを記録したコンピュータ読み
取り可能な記録媒体も本発明の範疇に含まれる。
【０１１６】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１１７】
　本発明は、無線通信装置の製造分野において利用可能である。
【符号の説明】
【０１１８】
　１００、２００　　　無線通信装置
　１１０　　　　　　　第１のアンテナ（第１の信号受信用アンテナ）
　１１１　　　　　　　第１の整合
　１１２　　　　　　　第２のアンテナ（第２の信号受信用アンテナ）
　１１３　　　　　　　第２の整合
　１１４　　　　　　　ノイズピックアップ用アンテナ
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　１２０、２２０　　　合成等処理部
　１２１　　　　　　　第１の信号伝送部
　１２２、２２２　　　第２の信号伝送部
　１２３、２２３　　　合成回路（信号合成部）
　１２４　　　　　　　スイッチ（切り換え部）
　１２５　　　　　　　利得制御回路（調整部）
　１２６　　　　　　　位相制御回路（位相調整部、調整部）
　２２５　　　　　　　第１の利得制御回路（調整部）
　２２６　　　　　　　第１の位相制御回路（位相調整部、調整部）
　２２７　　　　　　　第２の利得制御回路（調整部）
　２２８　　　　　　　第２の位相制御回路（位相調整部、調整部）
　１３０、２３０　　　受信処理部
　１３１　　　　　　　受信品質判定部（受信品質判定手段、ノイズ量検出手段）
　１３２　　　　　　　チューナ
　１３３　　　　　　　復調部
　１４０　　　　　　　信号処理部
　１４１、２４１　　　システム制御部（スイッチ制御手段）
　１４２　　　　　　　ノイズ源
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